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私
経
済
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
本
質

第
間
十
巻

O 
O 

第

拡

。
C 

判
私
経
済
ミ
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
本
質

rt 

l
 

i
 

''ay 

f且

二と

且力

Iま

し

Z肘

き

財
政
の
糾
到
上
底
冷
比
較
訟
が
行
は
る
。
例
之
、
財
政
の
時
代
的
比
較
或
は
地
理
的
比
較
等
こ
れ
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
ま
し
て
最
も
普
逗
に
行
は
る
〉
は
財
政
と
な
粧
簡
と
の
比
較
で
あ
る
。
従
来
の
財
政
皐
の
方
法
に
よ
れ

ぱ
、
財
政
ば
光
づ
忍
極
端
併
と
の
比
較
に
よ
り
て
ふ
一
の
本
質
を
明
に
し
う
る
も
の
正
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
之
は
今
日
に

始
ま
れ
る
に
非
子
、
寅
に
斯
問
中
に
於
げ
る
久
し
い
惇
統
で
あ
る
。
本
論
の
目
的
は
か
く
の
如
、
き
方
法
は
如
何
な
る

方
面
に
於
て
財
政
の
本
質
を
明
に
し
た
か
、
叉
如
何
な
る
限
界
に
於
て
財
政
の
本
質
に
鯛
れ
う
る
も
の
な
る
か
を

考
究
す
る
に
め
る
。
先
づ
従
来
な
さ
れ
た
る
公
私
極
構
比
較
の
成
果
を
顧
み
る
。

一
、
財
政
と
私
鰹
漕
と
の
異
同

凶
財
政
と
私
藤
濡
と
の
類
似

E
E
Z
r
F
u
n
-
z
b
)
駐
閤
軽
梓
古
代

Ez--レ

4
5
i
J
n
r
p
D
)
と
共
に
個
別
経
梼
(
5
3
2
Z
E
E
-
5
5
な
り
川
町
何
れ
も
抽
象
的
な
ら
4
y

b
て
賞
轄
的
構
詰
(
出
口
】
主
主
主
主
与
を
有
す
問
認
識
し
う
る
意
志
に
よ
り
て
支
配
さ
れ
統
一
的
に
指
導
き
る
同

代
表
的
な
る
も
の
を
あ
「
れ
ば
、

エ

l
ぺ
Y
ヒ
は
川
財
政
は
個
人
程
梼
(
『
三



最
少
犠
牲
を
以
て
最
大
効
呆
を
あ
げ
ん
と
す
る
経
梼
原
則
が
行
は
る
等
を
数
旬
、
神
戸
博
士
は
財
政
令
}
附
個
別
経

漕
(
ソ
ン
タ
l

ウ
イ
ル
ト
シ
ャ
フ
ト
)
に
し
て
判
具
瞳
的
で
あ
っ
て
か
の
枇
曾
経
済
・
岡
民
経
掛
・
地
方
経
済
・
世
界
経
捕
と

ぞ
の
類
を
異
に
す
何
共
同
程
神
(
ゲ
マ
イ
ン
シ
ャ
フ
ト
)
な
り
。
而
し
て
博
士
は
‘
他
方
、
在
極
構
の
概
念
に
エ

1
ペ
U
F

ヒ
の
め
ぐ
る
個
人
経
漕
祉
国
経
捕
の
外
に
財
閥
経
済
を
合
ま
し
め
、
以
て
雨
者
を
比
較
し
て
、
財
政
と
在
経
済
と

は
個
別
粧
掛
及
び
具
牒
的
観
念
な
る
描
は
同
一
で
あ
り
、
共
同
経
梼
に
る
姑
に
於
て
は
私
蛭
漕
中
の
枇
閤
経
済
と

の
み
一
致
す
る
と
な
れ
。
両
者
の
説
明
に
何
故
に
精
粗
の
差
あ
る
か
は
後
に
之
を
明
に
す
る
が
、
雨
説
が
財
政
と

な
粧
捕
と
は
共
に
具
贈
的
構
造
を
有
す
る
個
別
経
樺
な
り
と
な
す
矧
に
於
て
は
一
致
し
て
ゐ
る
。

之
と
多
少
毘
一
る

一
二
の
問
時
半
花
伝
め
ぐ
れ
ば
、

ケ
ッ
ペ
は
公
私
家
計
の
性
質

3
2
の
一
え
を
の

:Fu--A-Z2234
目
玉
三
自
コ
日

MLHmzr均

較
し
F

し
一
一
者
い
か
共
い
れ
政
支
粧
掛
の
拘
街
ぞ
叫
か
る
こ
v

九
並
い
び
ヰ
制
的
収
入
ケ
う
あ
が

A

仰
に
は
恥

λ
抑
制
哉
の

原
則
に
榛
ら
ぎ
る
べ
か
ら
可
ざ
る
こ
と
を
重
要
な
る
一
致
貼
と
み
て
居
り
、
-
プ
Y
山

y
v
は
財
政
的
家
計
経
漕
L
し
在

的
家
計
軽
油
開
と
の
類
似

2
5
3
Z
E
-
-与
え
二

2
2
Pヨ
E
ご
ざ
目
玉
三
B
E
E
r
p
r
z
r
H閉
会
主
と
し
て
、

二
者
が
共
に

補
給
金

(
N
E
E
-
E
詰
)
に
依
頼
す
る
こ
と
、
経
済
的
手
段
の
計
量
的
・
合
理
的
消
費
を
は
か
る
と
い
ふ
経
掛
的
建
て
前

(三ユ
R
7
2
2
E
E
3
5
E
E
-
-
乏
を
同
じ
う
す
る
を
あ
げ
、

レ
プ
ケ
は
公
私
家
計
の
類
似
性
と
し
て
、
二
者
が
共
に
経
情

的
手
段
の
調
達
・
管
理
・
消
費
を
行
ふ
外
に
耽
支
の
均
衡
を
計
る
こ
と
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

引
財
政
と
私
鰹
漕
と
の
相
巽
ェ

l
ペ
Y

ヒ
は
山
一
公
共
闇
瞳
の
主
要
牧
入
は
公
課
殊
に
強
制
牧
入

(
E
2
5
2一V)

た
る
租
積
に
め
り
州
公
共
闘
瞳
の
給
付
は
非
物
質
的
で
み
h
ノ
何
等
の
市
場
償
格
を
有
せ
や
且
つ
私
経
済
の
如
く
特

私
怨
鴻
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
本
質

主再

就

。

第
間
十
巻

O 
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な
経
務
と
の
比
較
じ
よ
る
財
政
の
本
質

第
四
十
巻

O 

第
一
時
前

O 

別
報
償
闘
係
に
基
い
で
給
付
せ
ら
る
、
も
の
に
非
守
、
更
に
叉
私
経
済
の
如
〈
失
費
と
そ
の
結
果
と
を
計
数
的
に

比
較
し
う
る
も
の
で
も
な
い
。
同
財
政
に
於
て
は
支
出
が
牧
入
を
決
定
す
る
が
忍
蛭
梼
に
於
て
は
牧
入
が
可
能
な

る
支
出
の
大
き
を
決
定
す
る
。
な
粍
梼
の
管
利
追
及
に
は
限
界
な
け
れ
ど
も
財
政
牧
入
に
は
限
界
が
存
す
る
。
同

公
共
同
悼
の
有
績
は
永
久
な
り
と
い
ふ
特
仕
に
法
き
、
岡
家
の
支
出
に
は
現
注
の
み
な
ら
十
泣
き
将
来
の
魚
に
な

お
る
〉
も
の
め
り
、
長
期
公
山
中
佐
砲
し
う
る
開
向
も
亦
そ
こ
に
あ
る
等

wr
ゅ
の
肌
、
神
戸
博
士
は
公
私
純
情
の
相
異

と
し
て
二
者
の
何
主
瞳
が
、

一
は
統
治
問
瞳
他
は
私
人
向
目
的
が
前
者
に
あ
り
で
は
公
共
慾
望
後
者
に
於
て
は
私

人
的
慾
望
間
支
出
の
範
閏
は
前
者
で
は
統
治
閤
悼
の
目
的
に
よ
り
て
指
定
さ
る
三
か
、
後
者
に
て
は
通
例
指
定
さ

る
〉
こ
と
な
く
そ
の
伸
縮
亦
自
在
で
あ
る
凶
円
程
管
上
の
原
則
と
し
て
は
、
財
政
支
出
に
於
げ
る
政
治
的
原
則
の
外

雨
経
済
に
於
て
、

強
制
原
則
と
ん
日
立
原
則
、
牧
支
均
衡
原
則
と
剰
徐
原
則
、
量
出
定
入
原
則
L
」
民
一
一
旦
入
制
出
版
則
の

劃
立
す
る
を
説
〈
。
ぞ
の
他
向
財
政
上
の
強
制
牧
入
問
財
政
の
存
積
の
永
久
性
よ
り
来
る
特
種
性
を
め
ぐ
る
こ
と

エ

1
ぺ
Y
ヒ
と
同
じ
。
右
は
代
表
的
の
準
設
を
あ
げ
た
る
な
る
も
古
来
製
品
唱
に
よ
り
て
色
々
に
設
か
れ
て
来
た
。

今
一

一
の
事
者
に
就
て
更
に
そ
の
説
を
聴
〈
こ
と
を
止
め
て
、
凡
そ
公
私
結
構
の
相
異
姑
と
し
て
数
へ
ら
れ
七
る

も
の
を
リ
ノ
ヴ

V

Y
に
よ
り
て
一
括
す
れ
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

問
問
家
の
存
績
の
永
久
的
な
る
に
比
し
て
個
人
従
っ
て
又
個
人
経
済
の
存
積
は
不
定
な
り
i
ワ
グ
ナ
ー
に
よ

b

て
高
調
せ
ら
れ
ロ
ッ
ヅ
は
制
限
的
に
之
を
認
め
、
シ
ェ
ア
レ

I
・ゼ

l
ズ
・
亦
こ
の
相
具
を
主
張
す
。
間
財
政
に
て
は

支
出
が
牧
入
を
、
私
極
端
情
に
て
は
牧
入
が
支
出
営
決
定
す
る
|
ヲ
ム
プ
ェ
ン
パ
ツ
マ
ゲ
ヴ
ア
ェ
ン
・
へ
ヴ
ケ

Y
等
に
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よ
り
で
唱
び
出
さ
れ
近
〈
は
ロ
ヴ
ヅ
・
レ
。
フ
ケ
等
ち
制
限
的
に
之
を
是
認
す
尚
私
経
済
の
生
産
は
有
形
財
な
る
日

財
政
に
あ
弘
り
で
は
主
と
し
て
無
形
財
な
り

l
ロ
ッ
シ
ヤ

I
・
ワ
グ
ナ

l
に
負
ふ
所
多
〈
へ
ヅ
ケ
Y
・
ゼ

l
ズ
亦
之
を

認

U
o
共
思
想
は
カ

l
y
デ
イ
ツ
ェ

y
・
ア
ダ
ム
ミ
ユ
ヴ
ラ

1
に
測
る
と
い
は
る
。
同
財
政
に
あ
り
で
は
一
般
報
償

原
則
一
か
而
し
て
花
経
梼
に
あ
り
で
は
特
別
報
償
原
則
が
行
は
る

luy
ュ
タ
イ
ン
殊
に

γ
グ
ナ
ー
に
よ
り
て
唱
導
せ

ら
れ
へ
ツ
ケ

Y
亦
之
を
承
〈
。

か
の
ザ
ッ
ク
九
及
び
そ
の
一
一
政
も
亦
こ
の
思
組
を
抱
持
し
た
り
と
い
は
る
。

最

近

• 

に
は
ア
ン
ド
レ

l
Jの
り
コ
間
岡
家
経
捕
併
の
致
果
は
分
割
不
可
能
で
あ
り
従
っ
て
個
別
的
な
賠
償
は
不
可
能
な
り
!

7
ン
ダ
I

Y
・
7

Y
ギ
ヴ
ト
カ
ヴ
セ

y
・
セ
リ
グ
マ
ン
等
の
租
暁
論
の
根
擦
を
な
す
の

開
聞
家
経
費
ほ
私
極
構
の
畑

〈
に
そ
の
抽
川
県
pg
計
数
一
的
に
比
較
出
来
ぬ
レ
プ
ケ
ψ

ロ
ッ
ツ
-
テ
ケ
エ
マ
ヴ
ヘ

y
'
セ
司
ノ
グ
マ
ン
等
え
を
鳴
ふ

om

則
政
耽

λ
は
主

l
t
て
弧
制
収

λ
か
ら
な
る

l
租
枕
の
開
制
伯
は
ヲ
グ
ナ

I
以
来
高
調
せ
ら
れ
し
所
、
近
〈
は
ゼ

l
ズ・-ア
Y

A

Y
レ・-プ
~
y

エ
マ
ツ
へ

Y
等
之
宇
佐
力
説
す
。
同
財
政
に
於
て
は
無
剃
飴
の
原
則
が
行
は
る
|
グ
ッ
フ
ェ

ン
・
へ
ツ
ケ

Y
等
主
張
す
。
川
公
私
経
掛
の
意
士
山
構
成
を
み
る
に
、
財
政
で
は
人
魚
的
で
な
経
漕
に
て
は
自
然
的
で

め
る
|
ワ
グ
ナ

l
・
テ
ジ
ェ
マ
ツ
へ
M
F

等
の
主
張
す
る
所
な
る
も
彼
等
自
ら
も
認
な
る
如
ど
制
限
的
に
の
み
正
し

い
。
株
式
合
同
枇
・
ト
ラ
ス
ト
・
カ

Y
4プ
M
Y

の
場
合
を
み
れ
ば
明
で
あ
る
。
日
財
政
に
は
特
別
目
的
が
指
定
さ
れ
て
ゐ

ヲ
グ
ナ
ー
は
之
を
岡
家
の
閏
民
生
活
並
に
園
民
経
漕
に
卦
す
る
主
樺
的
地
位
よ
り
説
明
し
。
近
時
リ
ッ
し
ν
y
・

るア
ン
ド
レ

l
・
ゼ
!
ズ
・
セ
η
ノ
グ
マ
ン
等
は
協
同
盟
の
立
場
よ
り
之
を
説
明
す
る
。
以
上
を
以
て
古
来
公
忍
雨
経
済

の
相
異
と
し
て
何
が
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
か
を
略
冷
明
に
し
う
る
こ
と
〉
思
ふ
。

弘
経
済
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
本
質

第
凶
十
巻

O 

仁ユ

第

披

d 

口氏

凶I



私
綬

mー
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
め
本
質

第
間
十
巻

O 
岡

第

2坑

一O
四

二
、
異
同
比
較
の
批
判

一
川
比
較
劃
象
の
吟
味

財
政
と
忍
粧
梼
と
の
異
同
左
せ
ら
る
冶
所
を
み
る
に
、
先
づ
私
粧
持
の
概
念
の
明
確

や
}
快
〈
魚
に
、
比
較
の
正
否
に
疑
を
抱
か
し
h

げ
る
も
の
が
あ
る
。
私
経
摘
の
中
に
は
之
ぞ
公
的
に
針
す
る
私
的
と

b
n
f
J
H
L

ラ

}

》

示

、

し

Y
よよ

し
」
品
m
v
N
H
1
州

μ
戸
レ
一
勺
〆
ル
月
七

且

I
ベ

Y

ヒ
。
神
戸
博
士
の
訟
の
如
く
、
制
人
舵
情
。
祉
問
結
構
心
開
開
腹
神
の
諸
腔
糟
ぞ

合
む
が
、
私
経
捕
そ
の
・
も
の
は
必
す
し
色
、
同
一
の
形
態
を
有
す
る
も
の
で
な
い
。
私
は
粧
管
の
本
質
か
ら
之
を

企
業
経
梼

(
F
E
E
Z
E
E
S
と
家
計
経
済

(]EuEEZEE-)
の
ニ
つ
に
分
つ
。
雨
者
は
共
に
統
一
的
意
志
に
よ
り

て
替
ま
る
〉
個
別
経
済
と
し
て
種
々
の
共
通
賄
を
有
し
且
つ
吾
人
の
私
生
活
に
は
密
接
不
離
の
閲
係
金
有
寸
石
も

の
な
れ
ど
も
、
二
者
又
そ
の
性
質
'
伊
豆
一
に
す
る
所
が
あ
る
。

一
は
生
産
経
持
で
あ
h
，
他
は
消
費
蛭
梓
で
め
る
。
前

者
に
於
て
は
有
形
財
が
生
産
せ
ら
れ
、
牧
支
計
算
上
剰
飴
を
目
的
と
す
れ
ど
も
、
後
者
に
め
り
で
は
何
等
有
形
財
を

生
産
せ
?
、
耽
文
の
結
果
は
計
数
に
算
出
す
る
能
は
守
、
且
叉
剰
訟
を
目
的
と
す
る
も
の
で
な
い
。
人
寸
か

t
の
如
き

標
準
か
ら
前
掲
の
公
私
経
樺
の
異
同
比
較
を
検
す
る
に
、
或
る
も
の
は
忍
摂
梼
中
の
企
業
経
掛
か
』
劃
象
と
し
、
或
る

も
の
は
家
計
涯
摘
を
叉
或
る
場
合
に
は
私
経
梼
一
一
般
を
比
較
調
象
と
し
て
ゐ
る
こ
と
が
剣
る
。
例
之
公
私
蛭
梼
の

類
似
と
せ
ら
る
〉
所
を
み
る
も
、
神
戸
博
士
は
私
経
済
一
般
と
私
経
済
の
各
個
に
劉
す
石
場
合
と
を
分
け
て
説
か

る
、
〉
が
、

エ

l
ペ
Y

ヒ
は
単
に
私
蛭
梼
一
般
と
の
類
似
を
め
げ
た
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
れ
等
し
く
公
私
程
掛
の
類
似
と

せ
ら
れ
つ
h

そ
の
め
ぐ
る
貼
の
一
致
せ

5
る
所
以
で
あ
4
0
0

更
に
之
を
公
判
払
粧
漕
の
相
異
と
せ
ら
る
〉
諾
黙
に
み



る
。
財
政
の
特
質
と
し
て
あ
げ
ら
る
〉
、
給
付
が
非
物
質
に
し
て
市
場
債
格
を
有
せ
十
五
つ
特
別
報
償
原
則
が
行

は
れ
十
し
て
一
般
報
償
原
則
が
行
は
る
と
か
、
或
は
個
別
賠
償
の
不
可
能
な
る
こ
と
経
費
の
効
果
の
計
算
し
え

F

る
こ
左
、
牧
支
闘
係
に
於
け
る
無
剰
訟
の
原
則
等
は
な
企
業
と
比
較
せ
ら
る
h

場
合
に
妥
常
し
、
家
計
経
済
と
の

相
豆
一
と
は
み
る
を
え
ぬ
。
何
と
な
れ
ば
財
政
も
私
家
計
も
一
の
家
計

(
Z
E
E
-
E
-
z
主
と
し
て
如
上
の
性
質
は
略
々
同

要
の
キ寺
質
Uコ

7歩
eJ 

が
炉、又

どか
24 の

私監
禁主
:22 
- 主主E
Uコ'"
家 E
言+-:;:-
霊長
打則

-J は
空 :fL
i 35 
相究
異五
と且
み入
る市I

出
J 広{

全型
1ミ ftt
樫→

習字
は;工
委 U

品ら
EH ;; 

-tt 
¥ 

q重

一
な
る
が
故
で
あ
る
。

蓋
し
こ
の
原
則
は
経
神
経
管
上
の
形
式
的
原
則
で
め
っ
て
賀
質
的
原
則
で
は
な
い
。
賀
質
的
に
み
れ
ば
財
政
も
牧

入
に
よ
り
可
支
出
ぞ
制
限
サ
ら
る
べ
〈
、
松
山
内
陣
に
あ
り
で
も
官
質
上
の
文
出
が
耽
入
を
規
定
す
べ
き
も
の
ペ
ド
め

る
。
若
し
夫
れ
こ
の
原
則
を
形
式
的
な
り
と
せ
ば
、
財
政
に
於
て
支
出
が
肱
入
を
在
家
計
に
あ
り
で
は
耽
入
が
文

出
を
決
定
す
る
と
な
す
は
正
し
と
せ
ら
る
冶
も
、
忍
企
業
に
於
て
は
企
業
家
の
手
に
先
づ
牧
入
い
か
存
在
し
て
然
る

後
に
支
出
師
も
投
資
額
一
か
決
定
せ
ら
る
〉
の
で
な
く
、
企
業
上
の
計
童
が
卸
ち
支
出
が
投
資
資
本
額
印
ち
牧
入
を

決
定
す
る
と
せ
ら
る
べ
き
が
故
に
、
私
家
計
の
如
き
原
則
は
品
目
田
山
欣
ら
ぬ
。
以
上
の
知
〈
比
較
卦
象
の
如
何
に
土
り

て
そ
の
結
呆
に
相
違
を
来
す
が
故
に
、
劃
象
の
何
れ
に
あ
る
や
を
明
確
に
決
定
す
べ
〈
、
之
を
忽
に
し
て
私
極
端
併

中
の
あ
る
色
の
に
存
す
る
異
同
を
以
て
な
経
済
一
般
に
逼
中
る
異
同
の
如
〈
遮
ぷ
る
は
殿
密
に
言
へ
ば
誤
謬
で
あ

。心。

叉
、
公
私
雨
経
済
の
比
較
に
於
て
、
類
似
は
私
経
済
一
一
般
に
就
て
相
具
は
私
経
済
の
個
ふ
に
就
て
な
す
・
と
い

ふ
が
如
き
も
亦
比
較
封
象
の
首
尾
一
貫
せ

F
る
諜
を
犯
す
色
の
で
あ
る
。
か
h

る
混
同
を
避
く
る
が
魚
に
ケ
ッ
ペ

私
仰
糾
済
'
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
木
質

第
四
十
巻

O 
五

第

披

O 
cfi. 



私
経
湾
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
木
質

第

3.JX 

一O
穴

一O
六

は
公
家
計
(
喜
E
-
E
E
P
P
E
E
-
[
)
と
私
家
計
二
M
E
E
]
E
E
Z一
-
)
と
を
封
立
せ
し
品
川
、
-
プ
Y

A

Y

レ
は
公
私
鰹
稗
の
比

第
四
十
巻

較
に
品
目
回
ち
そ
の
卦
象
が
公
的
家
計
経
持

(GEE〕
昨
日

MhrLE-ur乙
E
-
R
F
U
「
{
)
と
私
的
企
業
経
沸
(
吉
田
E
O
H山

2
2
5
t
t岳
民
一
)

と
に
あ
る
か
、
財
政
的
家
計
経
持

(FdEU開

E
F
E
r
-
Z
u
g
-
H
E
E
D」
と
私
的
家
計
経
掛
(
同
ゴ
E
E
Z
E
E
-
z
r
Z
E
E
-
)と
に
あ

る
か
を
明
に
す
べ
〈
、
こ
れ
を
な
さ
い
〉
る
に
出
る
無
用
の
議
論
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。

比
較
内
容
の
正
吉
は
五
し
ち
比
較
針
象
に
枕
て
正
し
き
比
較
い
か
な
お
れ
し
か
古
川
川
に

制
比
輯
内
容
の
吟
味

依
h
v
T
決
山
ば
ら
，
心
。
比
較
針
象
JT
正
椛
に
リ
勺

ydo
に
見
く
的
解
上

ω誤
認
は
前
周
一
に
於

τ闘
聯
的
に
述
白
川
わ
い
る
が

故
に
事
で
は
比
較
せ
ん
と
し
て
観
察
せ
ら
れ
た
る
事
象
の
認
識
に
就
て
の
べ
る
。

山
一
財
政
上
の
量
出
定
入
原
則
は
絶
調
的
な
ら
や
制
限
的
な
る
は
神
戸
博
士
の
詳
説
せ
ら
る
〉
如
く
な
る
が
、
私

的
家
計
軽
油
開
に
於
け
る
量
入
制
出
原
則
の
制
限
的
な
る
事
も
亦
み
の
が
す
伝
え
ぬ
。
五
日
人
の
生
存
に
は
一
定
の
限

度
あ
り
て
無
制
限
に
低
下
し
う
る
も
の
に
非
中
、
却
も
枚
入
内
の
支
出
の
み
に
て
は
如
何
と
も
な
し
難
き
場
合
を

生
中
る
。
か
〉
る
場
合
に
色
量
入
制
出
原
則
を
強
ふ
る
を
え
や
。
さ
れ
ば
こ
そ
近
代
国
家
に
各
種
の
世
合
保
険
や

救
持
制
度
を
み
石
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
-
プ
Y
A
U
Y
レ
が
公
在
家
計
共
に
補
給
金

(NEE--E)
に
依
存
す
る
と
な
す

は
一
方
に
於
て
は
闘
家
が
国
民
の
租
税
に
、
他
方
に
於
て
は
花
家
計
が
失
業
手
営
・
枇
合
的
年
金
等
に
よ
り
で
、
補

レ
プ
ケ
亦
私
家
計
上
の
此
原
則
の
絶
封
的
な
ら
、
ざ
る
や
』
力
説
れ
。

給
せ
ら
る
う
事
買
を
説
く
も
の
と
思
は
れ
る
。

向
財
政
上
の
強
制
原
則
と
私
経
済
上
の
合
意
原
則
と
の
卦
立
に
就
て
は
、

リ
ノ
ツ

L
Y
Y
は
公
忍
何
れ
の
経
済
に
も

強
制
・
A
口
意
原
則
の
存
す
る
を
指
摘
す
る
。
例
之
抵
嘗
利
子
の
支
抑
が
抵
嘗
躍
に
よ
り
て
強
制
せ
ら
る
う
を
み
て
も

Koppe: a. a. O. S. 4-6 
Terh alle: a. c. O. S. 8 
神戸博士、前掲害 円七三頁至ヒヨE頁。
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な
経
糟
取
引
に
強
制
な
し
と
な
し
難
〈
叉
家
父
が
扶
養
義
務
に
基
い
て
家
族
民
に
あ
る
種
の
強
制
を
な
す
こ
と
ち

事
貫
で
あ
る
。
他
方
又
説
法
上
の
義
務
は
強
制
せ
ら
る
れ
ど
も
税
法
そ
の
も
の
は
議
合
政
治
の
下
に
於
て
は
園
民

総
意
の
反
映
と
み
る
べ
〈
皐
な
る
機
械
的
の
強
制
と
は
な
し
難
い
。
さ
れ
ば
公
私
雨
経
神
間
の
重
要
な
る
差
別
は
、

強
制
の
存
否
に
非
や
そ
の
債
務
闘
係
の
成
立
様
式
に
あ
る
。
印
ち
私
棋
に
あ
り
で
は
白
由
意
志
に
よ
り
租
税
植
に

あ
り
で
は
税
法
に
規
定
せ
ら
る
〉
事
責
の
殺
生
に
よ
る
賄
を
差
異
L
」
み
ふ
。
封
建
枇
舎
に
財
政
上
多
〈
の
強
制
行

は
れ
た
る
は
事
賓
な
れ
ど
ち
今
日
の
政
治
形
態
の
下
に
あ
り
で
は
リ
ノ
ツ
ジ
〆
の
設
を
玉
し
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

州
財
政
が
公
共
需
要
を
私
経
神
が
な
的
需
要
を
充
す
と
せ
ら
る
、
に
ら
亦
議
論
が
存
す
る
。

2

V

λ

キ
4
A

↑r
-

h

P

4

0

ノ
ー
ト
t
ι
t
J
h

則

生
日
資
料
の
如
出
私
的
需
要
が
公
共
機
闘
に
よ
り
て
給
付
u
u
h
わ
る
¥
一
あ
り
、
生
命
則
産
の
保
護
が
私
的
企
業
に
安

ね
ら
る
〉
あ
り
、
財
政
の
充
す
も
の
卸
ち
公
共
需
要
.
私
経
済
の
充
す
も
の
印
ち
私
的
需
要
な
り
と
新
じ
難
い
。

而
も
公
共
需
要
・
在
的
需
要
と
考
へ
ら
る
‘
〉
も
の
が
常
に
極
化
し
て
之
を
内
容
的
に
決
定
出
来
ぬ
。
公
共
・
在
的
需

要
の
差
は
何
ヨ
ヨ
)
で
あ
る
か
に
よ
り
て
決
し
難
〈
、
如
何
三
月
)
に
し
て
給
付
せ
ら
る
う
か
に
よ
り
て
分
つ
の

外
な
い
。
印
ち
閏
家
に
よ
り
て
給
付
せ
ら
る
旨
も
の
を
公
共
需
要
、
市
場
経
掛

(EPEEr--)
に
よ
り
て
給
付
せ

ら
る
h

も
の
を
志
的
需
要
と
な
す
の
外
な
い
。

こ
の
事
は
叉
か
の
共
同
需
要
と
(
罰
己
一

m
E
E
-
Z
2
2
5
)
個
人
需
要

(ERTEm--η
百
三
宮

?
2
0
)
と
を
劃
立
き
す
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
土
方
博
士
亦
同
意
見
に
立
つ
。

ω異
同
比
較
の
功
蹟

所
で
め
り
、
そ
れ
が
又
財
政
の
珂
論
並
に
寅
際
に
及
ぼ
し
た
る
影
響
は
極
め
て
大
な
る
も
の
が
あ
る
。
例
之
財
政

以
上
の
知
〈
公
判
弘
経
持
の
比
較
研
究
に
は
古
来
多
〈
の
先
皐
が
努
力
ぞ
掛
っ
て
古
川
た

私
経
済
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
本
質

第
同
十
巻

一O
七

第

披

O 
七
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私
経
消
と
の
比
較
日
よ
る
財
政
の
本
質

第

~tt 

O 
，'-

第
川
十
巻

O 
i¥ 

上
の
量
出
定
入
原
則
は
そ
の
原
則
の
系
と
も
み
る
べ
き
耽
支
均
街
原
則
。
無
剰
依
の
原
則
ac
共
に
近
代
同
家
の
珠

算
制
度
に
支
柱
を
据
ゑ
↑
い
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
叉
そ
れ
は
閤
家
に
於
け
乙
阻
制
牧
入
の
必
要
不
可
散
の
所
以
を

説
明
し
た
。
更
に
財
政
一
の
生
産
す
る
所
は
無
形
で
あ
り
従
っ
て
市
場
債
格
も
な
け
れ
ば
個
別
的
賠
償
も
求
h
u

る
能

中
止
せ
ら
る
う
に
よ
り
て
租
税
論
に
於
て
利
盆
原
則
を
す
て
〉
臆
能
原
則
に
撮
る
こ
と
と
な
り
岡
家
存
摘
の
一
永
久

性
は
同
一
本
陸
費
が
濁
り
現
在
的
の
目
的
に
限
ら
れ
ヤ
泣
き
来
世
飛
の
魚
に
も
亦
支
出
5
5
ぺ
き
を
数
~
民
文
岡
山
部
に

於
け
ゅ
中
・
氷
川
内
公
伯
旭
怖
の
一
品
開
松
山
山
川
へ
に
。
削
J

円
珠
算
決
算
制
政
ゅ
租
税
論
"
際
費
前
細
公
債
諭
等
mw
殆
ど
凡
じ
て

一
旦
り
て
そ
の
基
礎
を
な
し
た
る
も
の
は
私
鰹
持
と
の
比
較
に
よ
り
て
明
確
に
さ
れ
た
石
財
政
の
特
質
で
あ
っ
た
。

出
に
蹴
成
財
政
皐
は
な
経
済
と
の
比
較
に
よ
り
て
理
論
的
根
蟻
を
固
め
た

h
と
い
ふ
も
不
官
な
ら
ゴ
る
べ
し
と
思

は
石
。

か
〈
の
如
〈
そ
の
貢
献
は
大
な
り
し
に
も
拘
ら
や
、

か
う
各
方
法
に
よ
り
財
政
の
現
象
と
し
て
の
本
質
が

如
何
程
明
か
な
ら
し
め
え
ら
れ
た
か
と
言
ム
問
に
劃
し
て
は
奇
人
に
は
臨
時
せ

5
る
を
え
な
い
も
の
が
あ
る
。

一
二
、
比
較
認
識
の
限
界

認
識
に
於
て
は
常
に
視
結

(CE闘
の
『

RUBE-と
が
視
野

2
E
5
5
5
を
規
定
す
る
。
否
々
が
物
を
知
る
と
い
ふ
の
は
命

日
一
定
の
立
場
に
於
て
知
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
従
来
の
財
政
皐
が
公
私
経
梼
を
比
較
し
た
の
は
如
何
な
る
立
場

に
於
て
で
あ
つ
に
か

そ
れ
は
既
に
辿
ペ
た
る
所
に
よ
り
て
み
る
如
〈
、
雨
経
済
と
も
統
一
意
志
に
よ
ち
て
指
導

さ
れ
る
具
躍
的
構
造
を
有
す
る
個
別
経
稗
な
り
と
せ
ら
る
ヨ
謀
本
的
共
通
性
に
基
〈
も
の
で
ゐ
る
。
併
し
尉
政
が

自問五頁王へ玄参照。山内得立著、現象皐叙説
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殺
畿
雛
部
寮

個
別
経
漕
な
り
と
せ
ら
る
〉
は
国
家
財
攻
の
家
計
的
方
面
を
み
て
い
ふ
の
で
あ
っ
て
枇
命
日
的
・
経
済
的
現
象
と
し

て
の
財
政
令
』
意
味
す
る
の
で
な
い
。
国
家
家
計

(ZFPEE--旦
【
)
を
離
れ
て
財
政
現
象
は
起
り
え
な
い
が
、
財
政
現
象

は
家
計
的
経
管
と
は
別
で
あ
る
。
岡
家
・
家
計
は
い
は
Y
財
政
現
象
を
惹
き
起
す
中
植
機
闘
の
運
停
で
あ
る
。
ι

即
ち

財
政
を
個
別
経
稗
な
り
と
す
る
は
肢
に
財
政
の
制
度
的
み
方
で
あ
り
経
済
の
形
態
皐

E
U
4
7号
回
一
♂
宮
5
2
5
2
)
上

の
問
題
で
あ
る
。
か
〉
る
み
方
に
出
接
す
る
比
較
が
外
観
的
開
制
的
方
面
に
h
u
け
ら
る
〉
は
又
ゃ
な
を
え
ぬ
。
従

来
の
公
私
経
済
の
比
般
炉
事
ら
こ
の
方
面
に
か
け
ら
れ
た
る
は
比
肢
の
出
礎
知
に
於
て
決
定
せ
ら
れ
て
ゐ
る
問
題

一」
Jヲ

'" 0 

然
ら
ば
何
故
に
在
来
の
一
財
政
問
中
が
財
政
現
象
の
本
質
に
眼
を
か
け
な
か
っ

h

I

J

か、

荘
し
そ
れ
涼
夜
申
恨
の

川
け
改
相
川
十
}
深
山
J

ら
川

du

卜
U
F
3
v土
庁
庁
、

l
J
J
J
l
一
一
日
日

l
J
i
o
f
T

山
ち
J
M波
m
J
1
附
(
本
限
内
は
の
山
一
昨
方
法
含
攻
究
1
ろ

h
の
山
l
q
j
u
-
-
り
る
L
L刈

場
か
ら
は
直
接
的
な
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

然
ら
ぱ
次
に
何
故
に
財
政
墜
に
か
う
る
諌
題
が
典
へ
ら
れ

唱
団
'
コ
、
P

O

み
j

，d
ι
E

み
μ

一
言
に
し
て
之
に
答
ふ
れ
ば
岡
山
氷
の
貨
践
的
要
求
の
反
映
に
外
な
ら
ぬ
。
勿
論
近
代
の
財
政
皐
は
例
へ

古
き
惇
統
を
捨
て
や
と
雄
志
士
ハ
の
皐
的
内
容
の
削
-
一
一
宮
な
る
到
底
昔
日
の
比
で

h
T
¥
財
政
現
象
の
貨
質
に
も
'
叩
分

的
に
は
踊
れ
つ
う
あ
り
と
雄
色
未
だ
以
て
非
盟
系
的
た
る
を
売
れ
ぬ
。
こ
の
事
は
例
へ
ぜ
経
句
論
の
財
政
撃
に
於

け
る
地
杭
を
み
て

-B
明
か
で
あ
る
。
経
費
論
は
在
来
の
財
政
皐
に
あ
り
で
は
財
政
串
岡
有
の
筒
域
に
屈
せ
や
同
家

思
了
攻
治
曲
中
・
行
政
皐
等
の
領
域
な
り
と
し
て
除
外
せ
ら
る
冶
か
、
或
は
支
出
と
の
闘
係
上
換
言
す
れ
ば
財
務
行
政

上
研
究
せ
ら
る
〉
必
要
あ
り
と
せ
ら
れ
し
に
過
ぎ
ぬ
。
こ
れ
は
益
し
財
政
を
家
計
的
に
研
究
ぜ
ん
と
す
る
立
場
か

ら
は
正
営
な
る
考
方
で
あ
る
。
か
の
漫
然
と
岡
家
事
・
政
治
皐
上
の
牧
獲
を
財
政
皐
に
投
ぷ
る
が
如
き
は
何
等
の

官
叫
経
湾
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
本
質

第
四
十
巻

O 
ブL

第

盟主

O 
:fL 

Vgl. Gerhff: .，J)el丸 山lJvelミtder Fin :lzwi~:町n出二 11 :lft (I[andbuch der F. W. r. s. 
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判
払
経
路
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
木
賞

第
四
十
巻

O 

第
一
抗

O 

撃
的
憤
値
を
有
せ
ぬ
。
然
れ
ど
も
注
意
す
べ
き
は
財
政
現
象
は
経
費
と
収
入
と
を
一
障
と
し
て
惹
起
さ
る
〉
枇
合

的
・
経
沸
的
現
象
で
あ
り
経
費
を
離
れ
て
租
枕
の
み
に
就
て
財
政
現
象
ぞ
観
察
せ
ん
と
す
る
も
到
脱
会
躍
的
な
財

政
現
象
の
把
粧
が
出
来
る
も
の
で
な
い
。
租
税
論
の
方
而
が
枇

AMT
経
掛
現
象
と
し
て
そ
の
本
質

T
究
明
せ

L-
れ

ん
と
し
つ
〉
あ
る
と
雌
も
経
費
が
岡
家
性
・
政
治
性
の
下
に
そ
の
一
社
合
性
・
粧
掛
性
的
献
は
れ
て
ゐ
る
限
、
り
則
政
現

象
に
枕
一
的
内
察
が
典
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
統
一
時
一
円
容
の
な
い
所
に
紘
一
一
明
認
識
は
生
ま
れ
え
な
い
で
あ
ら
，
フ
。

こ
れ
在
京
mw
如
き
財
政
阿
部
自
机
務
s

夕
刊
り
で
し
で
は
、
則
政
の
制
政
的
制
究
は
な

3
れ
げ
7
し
税
象
mw
本
質
制
札
制
m
'
f
u汁

難
な
り
と
な
す
所
以
で
あ
る
。

回

結

言

私
は
公
判
払
経
済
の
比
較
に
よ
り
て
得
ら
れ
た
る
撃
的
成
果
を
あ
げ
て
之
を
吟
味
し
併
せ
て
そ
の
方
法
論
の
債
依

を
問
う
て
来
七
。
財
政
島
一
'
が
佃
別
経
済
と
し
て
の
岡
家
財
政
一
の
家
計
的
研
究
に
従
事
し
た
る
こ
と
は
久
し
き
体
統

で
め
い
山
γ

」
そ
れ
が
近
代
財
政
に
貢
献
し
た
る
事
の
偉
大
な
る
は
肢
に
述
べ
し
如
く
な
る
が
そ
の
惇
統
的
方
法
が
財

政
問
題
に
就
て
の
み
方
を
狭
臨
な
ら
し
め
つ
〉
あ
る
事
も
否
h
u
能
は
ぬ
。
-
プ
シ
ェ
マ
ツ
へ

y
，
か
「
猫
逸
財
政
皐
は
佃

別
経
捕
と
し
て
の
財
政
の
特
性
を
最
初
か
ら
詳
細
に
懇
切
に
恥
扱
っ
て
来
た
。
そ
れ
は
財
政

k
岡
民
経
漕
と
の
大

な
る
関
係
を
忽
緒
に
附
し
且
つ
非
睦
系
的
に
取
扱
っ
た
罪
を
十
分
に
償
ふ
も
の
が
あ
る
。
然
も
こ
の
濁
逸
財
政
撃

に
は
経
慣
と
経
掛
牲
に
就
て
の
多
少
狭
院
な
る
見
解
や
詳
密
な
る
技
術
に
就
て
の
論
議
等
多
〈
官
房
撃
者
の
遺
産
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残
さ

れ
て
ゐ
る1) 

L 

と
い
っ
て
ゐ
る
は
体
統
的
財
政
皐
の
特
質
と
功
罪
と
を
反
省
し
七
言
葉
で
あ
ら
う
。

イ
ェ
ヒ
ト
は
「
財
政
母
も
斯
皐
の
前
史
と
白
色
名
付
く
べ
き
初
期
の
賛
逮
階
段
を
み
る
に
貿
際
上
の
必
要
に
直
接
態
ぜ
ん
鴛
に
生
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
巾
世
の
封
建
的
社
合
組
織
に
代
り
て
近
世
的
同
家
が
現
は
る
、
や
そ
の
同
家
の
諸
問
題
が
帥
ち
財
政
撃
の
任
務
と
目
的
と
会
決
定
す
る

に
至
っ
た
。
財
政
が
同
家
の
紳
絡
な
り
と
の
格
言
が
ポ

l
r
ン
に
よ
り
て
再
び
高
調
せ
ら
れ
た
の
は
時
恰
島
常
備
軍
の
設
置
・
行
政
上
官
僚
制
度

の
創
設
の
傍
に
莫
大
な
る
経
費
を
要
し
た
る
時
に
常

b
、
〈
財
政
の
強
化
ば
)
到
る
慮
封
建
勢
力
と
の
姑
抗
闘
事
に
於
て
岡
家
の
興
隆
を
驚
ら
す
原

因
ー
と
な
っ
た
。
財
政
問
中
上
の
文
献
に
み
る
も
そ
の
常
初
日
あ
り
て
は
圃
宗
家
計
の
法
律
的
基
礎
就
中
相
続
承
諾
の
問
題
に
閲
す
る
も
の
が
多
い
。

猫
逸
に
ゐ
ー
り
で
は
フ
ラ
ン
ス
・
イ
タ
リ
ー
よ

h
色
封
建
制
度
の
存
績
永
か

b
し
傍
に
こ
の
種
の
研
究
は
十
七
世
紀
の
初
期
に
色
及
ぶ
。
(
財
政
問
中
の

研
究
が

r
、
る
法
律
的
論
議
か
ら
岡
山
北
の
収
入
支
出
の
記
述
並
に
財
源
の
選
探
等
に
進
ん
で
行
っ
た
が
し
か
も
)
財
政
の
研
究
が
同
家
の
日
常

ω

寅
務
上
の
同
胞
と
結
ば
れ

τ
ゐ
だ
こ
と
は
十
八
舟
紀
一
り
後
半
に
?
て
る
J
J
h

ヤ
潜
り
は
な
く
、
ポ
1
パ
ン
か
ら
メ
ロ
ン
に
支
る
多

t
の
フ
ラ
ン
ス
財
政

市
中
者
に
九
る
一
色
亦
例
外
が
な
い
て
」
々
」

L
t
山
パ
て
ゐ
る
。

(
註
一
)

割
払
経
鳩
山
と
の
比
較
に
よ
る
財
政
の
木
質

第

型左

第
間
十
単
位
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